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『
獻
祖
遺
跡　

有
馬
日
記
附
』
の
中
の

　
　
　
　
　
　
『
太
平
記
評
判
』
の
記
事
に
つ
い
て

武　

田　

昌　

憲

　
　
　
　

一　

は
じ
め
に

　

佐
賀
県
立
図
書
館
・
鍋
島
文
庫
蔵
の
『
獻
祖
遺
跡　

有
馬

日
記
附
』
は
、
鍋
島
藩
藩
祖
の
直
茂
の
孫
で
蓮
池
支
藩
初
代

藩
主
に
な
っ
た
鍋
島
直
澄
（
獻
祖
）（
元
和
元
年
（
一
六
一
六
）

〜
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
事
跡
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

直
澄
の
父
は
佐
賀
藩
主
鍋
嶋
勝
茂
で
そ
の
五
男
と
し
て
生
ま

れ
た
。
彼
の
在
世
中
に
島
原
の
乱
が
あ
っ
た
の
で
、
二
つ
の

作
品
が
一
冊
に
纏
め
ら
れ
た
（
合
綴
）
の
で
あ
ろ
う
。
外
題

に
『
獻
祖
遺
跡　

有
馬
日
記
附
』
と
書
名
が
付
い
た
の
も
そ

の
た
め
で
あ
る
が
、
図
書
館
の
一
般
向
け
複
製
写
真
版
で
は

『
有
馬
一
亂
日
記
』
で
開
架
さ
れ
て
い
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。

現
物
は
二
点
あ
り
（
注
１
）、
改
行
、
そ
の
他
位
置
も
同
じ
で

ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
る
。
な
お
直
澄
の
母
（
高
源
院
）
は
徳

川
家
康
の
姪
の
子
に
あ
た
り
、
同
腹
の
兄
忠
直
の
子
光
茂
が

本
藩
を
継
い
で
い
る
。
直
澄
は
島
原
の
乱
で
も
鍋
嶋
甲
斐
守

と
し
て
参
戦
・
登
場
す
る
。
乱
後
の
寛
永
十
九
年
に
父
勝
茂

か
ら
五
万
二
千
石
を
分
与
さ
れ
、
佐
賀
郡
蓮
池
に
居
住
し
蓮

池
藩
を
立
て
初
代
藩
主
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

二

　

ま
ず
、
今
回
は
字
数
の
関
係
で
本
書
の
前
半
『
有
馬
一

乱
日
記
』（
墨
付
一
丁
〜
四
十
九
丁
）
か
ら
続
く
、
直
澄
の

事
跡
を
記
し
た
実
質
的
な
『
獻
祖
遺
跡
』(

墨
付
五
十
丁
〜

百
五
十
二
丁)

の
序
文
と
『
太
平
記
評
判
』
の
記
事
だ
け
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

序
文
相
当
文
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

窺
察
古
今
安
危
之
来
由
覆
而
無
私

　

天
時
明
主
将
之
法
也
世
載
而
無
棄
者
良
臣
之

　

令
也
故
法
令
全
備
守
国
郡
若
其
術
違
則



－ 3－

　

雖
有
位
不
久
況
無
レ
威
也
後
昆
観
而
不
可

一
見
し
て
、
こ
れ
は
『
太
平
記
」
の
序
文

蒙
竊
ニ 
採
テ 
ニ
古
今
之
變
化
ヲ 

一
、
察
ニ
安
危
之
來
由
一
、

覆
而
無
レ
外
天
之
德
也
。

明
君
體　

レ
之
保　

二
國
家　

一
。
載
而
無　

レ
棄
地
之

道
也
。
良
臣
則　

レ
之
守　

二
社
稷　

一
・
・
・
・
・
・
・
。

を
意
識
し
た
文
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
人

物
伝
『
獻
祖
遺
跡　

有
馬
日
記
附
』
の
編
集
・
作
者
は
『
太

平
記
』
を
模
倣
し
た
作
品
を
考
え
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ

る
。

　

本
文
の
冒
頭
も

一　

本
朝
人
皇
之
初
神
武
天
皇
（
神カ
ン

日ヤ
マ
ト
イ
ツ
ア
レ
ヒ
コ

本
磐
余
彦　

火ホ
ホ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト

火
出
見
尊
ト
奉
レ
号
）
ヨ
リ
百
九
代
元
和
ノ
帝
ヲ
ハ
大
上

天
皇
今
法
王
ト
奉
レ
号

一　

時
ニ
征
夷
大
将
軍
新
田
家
康
公
也
リ
（
以
下
略
）

と
あ
り
、
こ
れ
も
『
太
平
記
』
の
本
文
冒
頭
部

　
　

爰
ニ
本
朝
人
皇
の
始
、
神
武
天
皇
ヨ
リ
九
十
五
代
ノ
帝
、

後
醍
醐
天
皇
ノ
御
宇
ニ
當
テ
、
武
臣
相
模
の
守
平
高
時
ト
云

者
ア
リ
。

を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
但
し
『
太
平
記
』
で
は
冒
頭
に
登

場
す
る
平
高
時
を
悪
者
と
し
て
い
る
が
、
本
書
で
は
家
康
を

「
智
仁
勇
ノ
三
德
ヲ
備
」
え
た
、
ま
る
で
楠
木
正
成
の
よ
う
な

人
物
だ
か
ら
天
下
を
統
一
で
き
た
と
寿
ぐ
の
は
こ
の
時
代
の

「
お
約
束
」
で
あ
る
。

　
　
　
　

三

　

こ
の
中
で
墨
付
本
文
九
十
五
丁
ウ
に
『
太
平
記
評
判
』
の

記
事
が
載
っ
て
い
た
の
で
引
用
し
て
み
る
。

一　

太
平
記
ノ
評
判
未
タ
秘
書
ノ
時
キ
写
シ
給
フ
此
比
マ
テ

ハ
武
城
ノ
御
城

小
松
中
納
言
殿
酒
井
讃
岐
守
殿
慈
眼
大
師　

寺
沢
兵
庫
殿

此
五
部
ノ
外
カ
他
ニ
ナ
シ
如　

レ
此
稀
ナ
ル
書
求
メ
玉
ヒ

御
読
書

数
篇
ニ
及
テ
或
時
ノ
玉
ヒ
ケ
ル
ハ
此
書
ヲ
法
花
法
印
諸
部

ヲ集
メ
テ
一
部
ト
シ
末
世
ノ
武
士
ノ
戒
ト
セ
ン
志
書
ニ
見
ヘ

侍
ル

亦
ハ
日
本
無
双
ノ
武
将
楠
正
成
ノ
智
仁
勇
ノ
三
德
ヲ
備
ヘ
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子
孫
代
々
忠
ヲ
ナ
セ
シ
事
ヲ
顕
ン
カ
為
ナ
リ
此
書
ヲ
読
セ

ハ
七

書
等
ノ
釈
ヲ
不
聞
ト
云
フ
共
其
心
ヲ
得
ン
然
レ
ト
モ
愚
痴チ

短
才

ノ
族
悪
ク
心
得
テ
是
ヲ
読
セ
ハ
悪
ク
侍
ン
事
無　

レ
疑
其

故
ハ
人
ノ

勇
臆
ニ
相
目
利
ノ
事
ヲ
書
ス
正
成
ハ
大
将
ノ
賢
将
ニ
テ
己

レ
カ

明
鏡
ニ
写
シ
テ
目
利
ヲ
セ
ラ
レ
タ
ル
故
ニ
無　

二
相
違　

一
然
ル
ヲ
手
前
ノ

鏡
ハ
暗ク
ラ
クシ
テ
磨
事
モ
ナ
ク
人
ノ
善
悪
ク
計
リ
心
ヲ
付
テ
見

ハ
烏
カ

鵜ウ

ノ
真マ

ネ似
ニ
テ
水
ニ
溺
レ
（
ン
）
ニ
事
不　

レ
可　

レ
有

　

レ
疑
其
上
へ
将
ニ
依
テ
目

利
ノ
心
得
ア
シ
ク
テ
損ソ
ン

多
カ
ラ
ン
亦
タ
當
国
ノ
者
ハ
中
下

共
ニ
己
カ

身
心
ヲ
正タ
ヽ

ス
事
ハ
少
シ
モ
ナ
ク
傍ホ
ウ

輩ハ
イ

ノ
非
ヲ
見
ル
サ
ケ
ス

ミ
ノ
曲カ

尺子

ト
ナ
シ
妬子
タ

ミ
強
ク
ナ
ツ
テ
互タ
カ
ヒニ
云
諍ア
ラ
ソハ
ン
事
疑
ヒ
ナ
シ
諸

国
モ
国
風
ニ

依
テ
カ
ク
有
ル
へ
シ
必
ス
後
年
ニ
思
ヒ
當
ル
事
有
へ
シ
一

部
ノ
内
ニ
モ

恩
地
ノ
巻
ハ
就　

レ
中
邪
智
短
才
ノ
族
ラ
見
ス
ル
事
勿
レ

予
モ
此

後
ハ
披
見
ス
マ
シ
キ
ソ
然
レ
共
此
ノ
書
軈ヤ
カ

テ
板ハ
ン

木
ニ
起
ス

ヘ
シ
是
ヨ
リ

捨
タ
ク
侍
ン
ソ
惣
シ
テ
書
ニ
ハ
文
ノ
飾カ
サ
リト
練子

レ
タ
ル
将
士

ノ
替
リ
有
リ

此
評
判
ハ
太
平
記
ノ
時
代
ヲ
指
シ
テ
乱
ン
世
ノ
将
士
ヲ
批

判
ス
夫
レ

ヲ
静
謐
ノ
世
ノ
人
ト
然
カ
モ
事
ニ
不　

レ
逢
ハ
輩
ラ
其
侭

ニ
テ
用
ヒ
侍
ラ
ハ

地
ノ
底ソ
コ

ニ
堕ヲ

ツ
へ
シ
其
ノ
故
ハ
近
代
名
将
ト
云
ヒ
傳
へ
シ

甲
州
ノ

信
玄
公
ハ
村
上
ノ
義
清
ト
九
ヶ
年
戦
ヒ
相
州
ノ
北
条
氏
康

公ハ
上
杦
則
政
公
ト
十
年
戦
ヒ
北
越
ノ
謙
信
公
ハ
信
玄
亦
ハ

能
登

越
中
衆
ト
十
五
年
戦
ヒ
尾
州
ノ
信
長
公
ハ
美
濃
衆
ト
九
年

戦
ヒ
玉
ヒ
テ
良
将
ト
云
レ
玉
フ
是
才
智
大
ニ
シ
テ
鍛タ
ン
レ
ン錬
ヲ
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シ
給
フ

故
ナ
リ
然
ル
ニ
短
才
ノ
輩
ラ
古
書
ヲ
見
テ
其
コ
ト
ク
合
戦

ス
ヘ
キ
ト

思
フ
ハ
石
ヲ
懐
キ
テ
渕
ニ
入
ル
ナ
ル
へ
シ
大
ニ
誤
リ
ト
云

ツ
ヘ
シ
サ
レ
ト
モ

古
ヘ
ヲ
師
ト
ス
ル
ハ
常
ナ
リ
其
ノ
上
ニ
テ
時
ト
国
風
ト
人

ノ
軽
重

強
弱
ト
ヲ
分
別
シ
テ
治
乱
共
ニ
全
キ
事
ヲ
工
夫
ス
ヘ
シ
如

此ニ
侍
ラ
ハ
亦
重
寶
ノ
書
也
リ
一
篇
ニ
捨ス
ツ

ル
モ
用
ル
モ
共
ニ

非
ナ
リ

遠
慮
工
夫
ヲ
加
ヘ
テ
相
應
ノ
二
字
ニ
納
メ
ヨ
ト
仰
ケ
ル
也

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
最
初
『
太
平
記
評
判
』
は
秘
書
と
し
て

江
戸
将
軍
家
と
小
松
中
納
言
殿
（
加
賀
藩
主
・
前
田
利
常

　

文
禄
二
年
（
一
五
九
四
）
〜
万
治
元
年
（
一
六
五
八
））、

酒
井
讃
岐
守
殿
（
幕
府
老
中
・
酒
井
忠
勝　
　

天
正
十
五

年
（
一
五
八
七
）
〜
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
））、
慈
眼
大
師

（
天
海
僧
正　

天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
？
〜
寛
永
二
十
年

（
一
六
四
三
））、
寺
沢
兵
庫
殿
（
唐
津
藩
主
・
寺
澤
広
高　

慶

長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
〜
正
保
四
年
（
一
六
四
七
））
の
五

部
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
を
直
澄
は
ど
う
い

う
手
づ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
入
手
し
、
お
そ
ら
く
書
写
さ

せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、「
御
読
書
数
篇
ニ
及
テ
」
塾
読
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
五
部
の
所
持
者
の
生
存
時
代
を
見
る
と
、
島

原
の
乱
前
後
あ
た
り
ま
で
が
重
な
る
。
出
版
さ
れ
て
い
る
『
太

平
記
評
判
』
巻
四
十
末
に
は
「
文
明
二
年
八
月
下
旬
六
日
」

の
日
付
と
「
元
和
第
八
年
暦
中
夏
上
澣
三
蓂
」
の
日
付
の
あ

る
二
つ
の
奥
書
が
あ
り
（
注
２
）、
特
に
二
つ
目
の
奥
書
に
は

「
大
運
院
大
僧
都
法
師
」
が
名
和
長
年
の
遠
祖
「
名
和
正
三
」

か
ら
本
書
を
受
読
し
て
、
そ
れ
を
唐
津
城
主
の
寺
沢
広
高
に

三
カ
年
か
け
て
伝
授
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
時
元

和
八
年
（
一
六
二
二
）
と
い
う
奥
書
を
信
じ
る
と
す
る
と
、『
獻

祖
遺
跡
』
の
い
う
五
部
の
時
代
と
も
重
な
る
。
ま
た
、
こ
の

奥
書
に
は
寺
沢
家
の
関
わ
り
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
当
然

寺
沢
広
高
も
か
な
り
の
原
本
に
近
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
可

能
性
も
あ
り
、
直
澄
は
直
接
近
隣
の
寺
沢
家
に
借
り
た
の
か

も
し
れ
な
い
し
、
或
い
は
江
戸
で
借
り
受
け
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
実
際
、
寺
沢
広
高
の
後
室
と
し
て
入
っ
た
、
相
馬
藩

主
義
胤
の
姉
と
の
か
か
わ
り
で
、
島
原
の
乱
後
、『
太
平
記
評
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判
』
を
相
馬
家
が
寺
沢
広
高
か
ら
借
り
受
け
て
書
写
し
て
い

る
例
も
あ
る
（
注
３
）。
徐
々
に
『
太
平
記
評
判
』
が
流
布
し

て
行
く
様
子
が
知
ら
れ
て
く
る
。
ま
た
、こ
の
作
品
が
後
世（
正

保
二
年
（
一
六
四
五
）・
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
等
）
出
版

さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
浅
い
知
識
の
者
が
読
む
こ
と
に
よ

る
そ
の
悪
影
響
が
出
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
表
現
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
出
版
さ
れ
て
か
ら
の
記
述
と
も
見
て
取
れ
る
。

し
か
も
直
澄
は
こ
の
書
の
危
険
性
を
早
く
か
ら
指
摘
。
す
な

わ
ち
、
手
軽
に
こ
の
書
を
読
ん
で
真
に
受
け
る
こ
と
を
危
惧

し
、
自
分
も
こ
の
書
を
他
人
に
披
見
し
な
い
よ
う
に
と
思
っ

て
い
る
中
で
、
特
に
「
恩
地
ノ
巻
」
に
は
注
意
を
要
す
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
直
澄
が
見
た『
太
平
記
評
判
』

に
は｢

恩
地
ノ
巻｣

が
付
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
や

が
て
「
然
レ
共
此
ノ
書ヤ

カ軈
テ
板ハ
ン

木
ニ
起
ス
ヘ
シ
」
と
板
木
で

出
版
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
需
要
の

多
さ
を
見
越
し
て
も
い
る
。
そ
こ
で
最
後
に
「
時
と
国
風
と

人
の
軽
重
・
強
弱
」
を
計
っ
て
用
い
れ
ば
「
重
宝
」
と
な
る

と
説
い
て
い
る
。
一
般
の
人
が
読
む
と
誤
解
を
受
け
る
恐
れ

の
あ
る
書
物
と
し
て
、
早
く
か
ら
注
意
し
て
い
る
様
が
見
受

け
ら
れ
る
。『
太
平
記
』
に
も
負
け
ず
劣
ら
ぬ
面
白
い
内
容
の

作
品
で
あ
る
が
、
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
誤
解
さ
れ
か
ね
な

い
『
太
平
記
』
以
上
に
ス
リ
リ
ン
グ
さ
を
持
っ
た
も
の
で
も

あ
る
。

　

以
上
の
内
容
を
み
る
と
、
直
澄
は
『
太
平
記
評
判
』
の
「
評

判
」
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、『
太
平
記
評
判
』
の
享
受
の
早

い
例
と
し
て
、
こ
の
記
録
『
獻
祖
遺
跡
』
が
評
価
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　

四　

終
わ
り
に　

　

鍋
嶋
家
は
唐
津
の
寺
沢
家
と
地
理
的
に
も
近
く
、
ま
た
島

原
の
乱
で
も
一
揆
鎮
圧
の
た
め
に
鍋
嶋
家
か
ら
大
軍
を
出
兵

さ
せ
て
い
る
な
ど
関
係
が
深
い
も
の
が
あ
る
。
島
原
の
乱
後
、

寺
沢
家
か
ら
其
の
好
意
で
『
太
平
記
評
判
』
を
借
り
受
け
た

か
も
し
れ
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
島
原
の
乱
が
、『
太
平

記
評
判
』
の
流
布
に
一
役
買
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
興

味
は
尽
き
な
い
。

　
『
獻
祖
遺
跡
』
は
形
式
上
は
冒
頭
部
『
太
平
記
』
を
意
識
し

て
模
し
て
い
る
。
中
身
も
百
二
十
二
丁
オ
「
太
平
記
ハ
細
河

三
井
寺
合
戦
寄
テ
寄
ラ
ル
ヽ
ト
云
々
近
キ
比
ニ
ハ
三
州
長
篠

ニ
テ
信
長
勝
頼
ノ
合
戦
等
ナ
リ
」
と
『
太
平
記
』
を
引
用
す
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る
例
も
あ
る
。
が
、
ま
た
一
方
で
恩
地
左
近
の
巻
を
含
む
『
太

平
記
評
判
』
を
気
に
か
け
た
条
目
を
含
む
こ
と
は
、
如
何
に

こ
の
時
代
、『
太
平
記
評
判
』
が
注
目
さ
れ
て
い
た
か
を
示
す

一
例
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
な
る
と
、見
か
け
上
『
太
平
記
』

の
影
響
を
単
に
受
け
て
い
る
か
ら
、
中
身
も
同
様
で
あ
る
と

は
い
え
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
今
後
の
太
平
記

の
影
響
・
研
究
に
『
太
平
記
評
判
』
は
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、『
太
平
記
』
の
読
者
は
『
太
平
記
評
判
』
も
ほ
ぼ

同
時
に
目
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

直
澄
は
『
太
平
記
評
判
』
に
つ
い
て
「
此
評
判
ハ
太
平
記

ノ
時
代
ヲ
指
シ
テ
乱
ン
世
ノ
将
士
ヲ
批
判
」
し
た
作
品
で
あ

る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

島
原
の
乱
前
頃
の
『
太
平
記
評
判
』
の
流
行
は
加
美
宏
氏

が
指
摘
さ
れ
る
（
注
４
）『
重
篇
応
仁
記
』
の
序
文
に
見
え
る

よ
う
に
「
元
和
寛
永
の
比こ
ろ

、北
国
に
法
華
法
印
日
勝
と
云
し
僧
、

自
身
偽
作
せ
る
か
、
又
尊
信
を
求
め
ん
為
か
、
白
州
大
山
の

麓
に
て
名
和
伯
耆
守
長
年
の
遠
孫
、
陰
逸
の
人
よ
り
伝
へ
た

り
と
称
し
、太
平
記
評
判
理
尽
抄
と
云
ふ
書
を
出
せ
り
」
で
も
、

元
和
寛
永
期
に
本
作
品
が
出
て
き
た
＝
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
様
に
「
獻
祖
遺
跡
』
に
お
い
て

も
そ
の
こ
と
が
確
認
出
来
そ
う
で
あ
る
。
後
期
軍
記
・
戦
国

軍
記
と
、『
太
平
記
』
お
よ
び
『
太
平
記
評
判
』
と
の
関
わ
り

は
今
後
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

注
１　

な
お
、
佐
賀
県
立
図
書
館
で
の
本
書
の
請
求
書
名

は
『
有
馬
一
乱
日
記
』、
請
求
記
号
は
「
鍋　

３
５　

７
・
３
」
と
な
っ
て
い
る
（『
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵　

鍋
嶋
家
文
庫
目
録　

郷
土
資
料
編
』
参
照
）。
本
文
に

も
述
べ
た
が
、二
冊
あ
る
の
で
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。

　（ア
）
外
題
『
直
澄　

獻
祖
遺
跡　

有
馬
日
記
附
』（
内

題
「
有
馬
一
乱
日
記
」・
図
書
館
整
理
番
号　
　

鍋

３
５
７
・
３
・
９
７
９
（
ロ
・
４
・
８
６
））
の
一
冊
と
、

（
イ
）『
獻
祖
遺
跡　

全
』（
内
題
「
獻
祖
遺
跡　

有
馬
一

乱
日
記
」・
図
書
館
整
理
番
号　

鍋
３
６
７
・
３
・
鍋（
ロ
・

４
・
８
７
））
の
一
冊
が
あ
る
。（
イ
）
は
。
１
５
７
丁

ウ
に
本
文
と
は
異
筆
で
「
此
本
者
蓮
池
之
家
記　

嘉
永

元
年
十
月
寫
焉
」
と
あ
る
。
筆
跡
は
複
数
で
書
写
し
て
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い
る
。
お
そ
ら
く
（
ア
）（
ま
た
は
そ
の
原
本
）
を
ほ

と
ん
ど
真
似
て
書
写
（
影
写
）
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、本
文
中
の
『
太
平
記
評
判
』
を
本
来
な
ら
ば
『
太

平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は
本
書
に
な
ら
っ
て
『
太
平
記
評
判
』
と
記
し

て
お
く
。

注
２　

加
美
宏
『
太
平
記
の
受
容
と
変
容
』（
翰
林
書
院　

平
成
九
年
）
第
五
章
『
太
平
記
評
判
』
考
説　

な
ど
に

詳
し
い
。

注
３　

武
田
昌
憲
「
島
原
の
乱
の
合
戦
・
覚
書
（
稿
）
―

三
宅
藤
兵
衛
の
場
合
と
『
太
平
記
評
判
』
の
こ
と　

な

ど
―
」（
茨
女
国
文　

１
８　

平
成
十
八
年
三
月
）　

注
４　

今
井
正
之
助
・
加
美
宏
・
長
坂
成
行　

校
注
『
太

平
記
秘
伝
理
尽
鈔
』
１
（
東
洋
文
庫
・
平
凡
社　

平
成

十
四
年
）
解
説
（
加
美
宏
執
筆
）
３
８
１
頁
。　


